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摂津市要介護認定等業務委託公募型プロポーザル実施要項 

 

１． 目的 

この要項は、介護保険法第27条等に規定されている要介護認定等業務について、市民サービスの

向上と事務の効率化を図るため、摂津市における要介護認定業務等を行い得る能力を有する民間事

業者を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により選定するために必要な事項を定

める。 

 

 

２．委託業務名 

摂津市要介護認定等業務委託 

 

 

３．業務概要 

別添「摂津市要介護認定等業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

 

 

４．履行期間 

   令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

５．提案見積限度額    高齢介護課          障害福祉課 

   令和６年度  ２１，０６２，０００円     １，６４１，０００円 

   令和７年度  ２２，１６９，０００円     １，６４１，０００円 

   令和８年度  ２２，１６９，０００円     １，６４１，０００円 

 

 

６．プロポーザル実施スケジュール（予定） 

案件公表・資料配布 １月９日（火）～１月２２日（月） 

参加表明書の受付 １月９日（火）～１月２２日（月） 

提案書の提出期限 １月２６日（金）午後５時まで 

質問書の提出期間 
１月９日（火）～１月１７日（水）午後５時まで 

質問書の様式は任意 

質問書の回答 １月１８日（木） 

プレゼンテーション ２月６日（火） 

審査結果の通知 ２月１９日（月） 
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７．参加資格要件 

    このプロポーザルに参加できる事業者は、参加表明書の提出日において、以下のすべての

条件を満たすものとする。 

（１） 摂津市入札参加資格名簿に登録されていること。 

（２） 摂津市から入札参加資格停止措置等を受けていないこと。 

（３） 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（４） 会社更正法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされて

いる者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て

がなされている者（会社更生法にあっては更生手続き開始の決定、民事再生法にあっ

ては再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

（５） 最近５年間に、地方公共団体において要介護認定事務業務の１年以上の受託実績があ

ること。 

（６） 居宅支援サービス又は介護保険施設等要介護認定の申請を行う側の事業者でないこと。 

（７） 個人情報の保護について、本市の施策に準じた措置を講じることができること。 

（８） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２項に規定する暴力団やその構成員及びその統制の下にある者でないこと。 

（９） 国税及び地方税を滞納していないこと。 

 

   

８．提出書類及び提出部数 

（１） 参加表明書（様式１）１部 

（２） 申込者に関する資料 各１部 

① 履歴事項全部証明書又は登記簿謄本（発行後３か月以内のもの。写し可） 

② 財務諸表 直近２年間の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書 

③ プライバシーマークの取得状況について、認証の証書の写し（取得している場合は提

出） 

④ 応募事業者の事業内容がわかる最新のもの（パンフレット等も可） 

⑤ 市町村民税・都道府県民税納税証明書（提案書提出日を含む１年以内に発行されたも

の。写し可） 

⑥ 見積書及び見積内訳書 

⑦ 最近５年間で、地方自治体における契約受託実績を記したもの（様式２） 

（３）企画提案書 ７部（正本１部、副本６部 ※副本はコピー可） 

企画提案書は、委託業務に発揮できる独自の強みや具体的方策について、次の事項を考

慮し、提案すること。 

① 従事者の配置や業務運営に係る全体の組織・実施体制及び従事者の役割分担について 

② 業務責任者を常駐させるとともに、その指揮命令権と責任体制が明確であるか。また、

業務責任者の業務経歴について 

③ 苦情及びトラブル対応に係る基本的な考え方及び対応策について 
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④ 災害等の緊急対応時の従事者の配置や業務運営に関する対応策について 

⑤ 業務内容の正確な理解、かつ実践的な業務マニュアルの作成について 

⑥ 本市に対する定期報告に関する、報告内容や報告方法などについて 

⑦ 令和９年３月の契約終了に伴う、令和９年４月以降の新受託者への事務引継ぎを円滑

に行うための「事務引継ぎ書」の作成等、契約終了日までに本業務を本市が継続して

遂行できる取組について 

⑧ 優れた従事者を確保するための具体的な取組について 

⑨ 受託業務開始前、及び受託業務開始後の従事者教育（研修）について 

⑩ 個人情報保護やセキュリティ対策に関する適切な管理体制等及び職員教育（研修）に

ついて 

⑪ 働きやすい職場環境を整備するための取組について 

⑫ 業務運営における正確性、公平・公正性の確保や市民サービスの向上及び効率化につ

いて 

⑬ その他仕様書に定める業務のほか、追加で受託できる業務がある場合、提出すること 

 

※ 企画提案書の作成について 

（ア）用紙サイズは、Ａ４版縦とし、横書きとすること。 

（イ）文字サイズは、１１ポイント以上で作成すること。 

（ウ）使用する言語は日本語とし、通貨は日本円とすること。 

（エ）両面印刷で５０ページ以内（表紙はページ数に含めない）とし、印刷の色は、 

カラー、白黒を問わない。 

（オ）ページ番号を付けること。 

 

 

9．提出先・提出方法 

（１）提出先 

保健福祉部 高齢介護課 に提出（摂津市長名で提出すること。） 

（２）提出方法 

持参または郵送による。 

（３）提出期限 

令和６年１月２６日（金）午後５時厳守 

（４）提出部数 

７部（１部のみ正押印すること。その他はコピーで可。） 

 

 

10．プレゼンテーション 

   令和６年２月６日（火）午前中を予定し、開始時間等については、後日通知する。プレゼ 

ンテーション時間は２０分とし、その後に質疑応答時間を１５分程度設ける。 
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11．審査結果の通知 

選定結果については、企画提案書等を提出したすべての事業者に文書にて通知する。 

なお、いかなる場合においても異議の申し出は認めない。 

   

 

12．評価の基準 

   【別紙１】のとおり 

 

 

13．その他 

（１）本プロポーザルに参加する費用は、全て参加事業者の負担とする。 

（２）企画提案書提出期限終了後の提案等の修正又は変更は一切認めない。 

（３）提出書類は一切返却しない。 

（４）同一事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

（５）委託業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負うことを禁止する。ただ 

し、あらかじめ本市の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 

 

 

14．問い合わせ先 

〒５６６－８５５５ 

住所  摂津市三島一丁目１番１号 

摂津市役所 保健福祉部 高齢介護課 

電話  ０６－６３８３－１３７９ 

F A X  ０６－６３８３－９０３１ 

E-mail  kourei-kaigo@city.settsu.osaka.jp 

担当  奥野 
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